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岩手山の初冠雪が平年より７日（去年より 11 日）早い 10 月 6 日(木)に観測されました。暑い暑いと言っていた頃が嘘のよ

うに、10 月には一雨ごとに秋の深まりを感じつつ、渡り鳥の飛来とともに冬の訪れが目前に迫ってまいりました。気象庁の予報では、

11 月～12 月は平年同様に曇りや雨が多いとのこと。またしても大雪の年になるのでしょうか。 

労働災害にも季節要素が加わり災害パターンがあります。例年、夏季と冬季が災害の多い季節となっていることはご存じかと思い

ますが、中でも、東北地方（※盛岡監督署管内は県内有数の寒冷地です）は降雪・凍結・気温低下に伴い 「冬型」 の労働災害が

多発する傾向にあり、寒くて雪の多い年は特に 「転倒災害」 が増加する傾向にあります。 

各企業では労働災害防止のためにどのような対策を講じておられますか？ これから冬を迎えるに当たり、特に注意すべきは冬型

の災害、その中でも 「転倒災害」 に最大の注意を払い、駐車場、事務所前等も含め、いろいろな対策を早めに講じましょう！ 

かわら版  盛岡労働基準監督署からのお知らせ 

令和 4年 11月 

 冬季  労働災害防止に向けて 早めの準備！ 
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厚生労働省では、働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴

覚教材（漫画教材）を作成しています。 

  外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、14 言

語（一部 11 言語）（日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語（フ

ィリピン）、クメール語（カンボジア）、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネ

パール語、モンゴル語（、スペイン語、ポルトガル語、韓国語））に対応した

業種・作業・危険有害要因（17 種類）と業種共通（１種類）の教材を

用意していますので、事業場における安全衛生教育に、ぜひご活用ください。 

 

 

 

【業種別では以下の内容】 

共通教材、介護業、ビルクリーニング業、製造業（素形材産業、産業機械

製造業、電気・電子情報関連産業）、移動者整備業、航空業、宿泊

業、食料品製造業、外食業、陸上貨物運送業、小売業、食品加工業、

溶接業、鋳造業、製材業、生コンクリート製造業、倉庫業 

【作業別では以下の内容】 

フォークリフト、クレーン・玉掛け作業、化学物質取扱い（基礎）、化学物

質取扱い（管理）、鉄工作業、塗装、めっき、交通労働災害、人や重量

物の運搬作業 
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情   報  

岩手県内企業で働く全ての人に適用される最低賃金が「時間額 854 円」になります。パート・アルバイト、年齢・性別

などの違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。（※一部、産業別最低賃金が適用される業種で、岩手県最低賃金額より高い金額が

定められている場合、産業別最低賃金が適用されます。） 

≪ご注意ください！≫ 

過去の監督指導において、賃金計算ソフトの修正が行われておらず、賃金未払いになっている事例が散見されますので、賃金計算ソフト

の時間単価修正漏れ、割増賃金の時間単価修正漏れがないか、ご確認をお願いいたします。 

 

岩手県最低賃金が「時間額 854円」になります！（令和４年 10月 20日から適用） 

厚生労働省委託事業として、働き方・休み方改革シンポジウムが開催されます。オンライン配信もありますのでご参加ください。 

セッションテーマ ①「働き方・休み方改革と選択的週休 3 日制」 

②「リモートワークなどの働き方の新しいスタイルの現状と今後の課題」 

詳しくは、厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト をご覧ください。➡➡➡ 

（「シンポジウム・セミナー情報」からお申込みいただけます。） 

働き方・休み方改革シンポジウム 令和４年 11月 25日（金）13：30～16：00 

マンガでわかる働く人の安全と健康（教育用教材）  
 

厚生労働省 
まんがでわかる働く人の安全と健康 

詳しくは、岩手労働局 賃金室担当 検索 ➡➡➡ 

過労死等防止対策法（平成 26 年法律第 100 号）では、毎年 11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止対

策推進シンポジウム、過重労働解消キャンペーン（長時間労働の削減、過重労働による健康障害防止対策の徹底、労働時間

の適正な把握の徹底、賃金不払残業の解消）、労働条件相談ほっとライン（無料電話相談）、過重労働解消のためのセミナー、

過重労働解消相談ダイヤル（11/1～5）、ベストプラクティス企業訪問などを展開します。 

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 

気を付けてください。その発注がどこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいるかもしれません。 

 

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です 

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！ 
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！
発注条件は明確にしましょう！ 

しわ寄せ防止特設サイト 検索 ➡➡➡ 

過重労働解消キャンペーン特設サイト 検索 ➡➡➡ 
岩手労働局ホームページもご覧ください。 

労働時間・休日 検索 


